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(57)【要約】
　自己拡張型又はバルーン拡張型可撓性デバイスは、ス
テントの軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材を有
する。螺旋支柱部材は複数の螺旋支柱要素を備える。複
数の個々の螺旋要素が、デバイスの軸回りを螺旋支柱部
材と同一方向に螺旋状に巻回され、螺旋要素は、螺旋支
柱部材の後続巻線上の箇所間に延びこれを相互接続して
いる。デバイスは血流迂回具、アンカー、血行再建デバ
イス、又はフィルタとすることができる。自己拡張型可
撓性分岐デバイスは、少なくとも１つの脚部を備えるこ
とができる。少なくとも１つの脚部は、螺旋支柱部材と
、螺旋支柱部材の後続巻線上の箇所間に延びこれを相互
接続する、デバイスの軸回りを螺旋支柱部材と同一方向
に螺旋状に巻回された複数の個々の螺旋要素とを備える
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己拡張型可撓性デバイスであって、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素と、
を備え、
　前記デバイスが血流迂回具であることを特徴とする、自己拡張型可撓性デバイス。
【請求項２】
　バルーン拡張型可撓性デバイスであって、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素と、
を備え、
　前記デバイスが血流迂回具であることを特徴とする、バルーン拡張型可撓性デバイス。
【請求項３】
　少なくとも１つの脚部を備える自己拡張型可撓性分岐デバイスであって、前記少なくと
も１つの脚部が、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素と、
を備えることを特徴とする、自己拡張型可撓性分岐デバイス。
【請求項４】
　少なくとも１つの脚部を備えるバルーン拡張型可撓性分岐デバイスであって、前記少な
くとも１つの脚部が、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素と、
を備えることを特徴とする、バルーン拡張型可撓性分岐デバイス。
【請求項５】
　自己拡張型可撓性デバイスであって、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素と、
を備え、
　前記デバイスがアンカーであることを特徴とする、自己拡張型可撓性デバイス。
【請求項６】
　バルーン拡張型可撓性デバイスであって、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素と、
を備え、
　前記デバイスがアンカーであることを特徴とする、バルーン拡張型可撓性デバイス。
【請求項７】
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　自己拡張型可撓性デバイスであって、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素と、
を備え、
　前記デバイスが血行再建デバイスであることを特徴とする、自己拡張型可撓性デバイス
。
【請求項８】
　バルーン拡張型可撓性デバイスであって、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素と、
を備え、
　前記デバイスが血行再建デバイスであることを特徴とする、バルーン拡張型可撓性デバ
イス。
【請求項９】
　自己拡張型可撓性デバイスであって、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素とを含む部分と、
を備え、
　前記デバイスがフィルタであることを特徴とする、自己拡張型可撓性デバイス。
【請求項１０】
　バルーン拡張型可撓性デバイスであって、
　複数の螺旋支柱要素を備え、前記デバイス軸回りに螺旋状に巻回された螺旋支柱部材と
、
　前記デバイスの前記軸回りを前記螺旋支柱部材と同一方向に螺旋状に巻回され、前記螺
旋支柱部材の巻線間に延びてこれを相互接続する複数の個々の螺旋要素とを含む部分と、
を備え、
　前記デバイスがフィルタであることを特徴とする、バルーン拡張型可撓性デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、生体内の小空間に挿入可能な拡張型管状構造物に関し、詳細には、
機械的不具合及び実質的形状変化を被ることなく、圧縮又は展開構成にて長さ方向の箇所
において実質的に及び／又は繰り返し屈曲可能なステント又はステント状構造物に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　ステントとは、径方向に圧縮又は捲縮された状態で、動脈又はその他の脈管など生体内
中の狭窄空間内に挿入することのできる管状構造物である。挿入後にステントは径方向に
拡張されて、設置された空間を拡大させることができる。ステントは通常、バルーン拡張
型（ＢＸ）又は自己拡張型（ＳＸ）として特徴づけられる。バルーン拡張型ステントは、
脈管内部からステントを拡張して脈管を拡大させるために、普通は送給システムの一部で
あるバルーンを必要とする。自己拡張型ステントは、材料、形状、製造技術の選択により
、対象脈管内に放出された後に捲縮状態から拡張状態へと拡張するよう設計される。ある
状況では、病変脈管を拡大させるために、自己拡張型ステントの拡張力より大きな力が必
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要となることがある。この場合は、バルーン又は類似のデバイスを使用して自己拡張型ス
テントの拡張を補助することもある。
【０００３】
　ステントは通常、血管疾患及び非血管疾患の治療で用いられる。例えば、捲縮させたス
テントを血栓のある動脈内に挿入して拡張させ、動脈内の血流を回復させることができる
。放出する前は、ステントは通常は捲縮状態でカテーテルなどの中に保持されている。処
置が終了するとステントは患者の動脈内に拡張状態で留置される。患者の健康、場合によ
っては患者の生命は、ステントの拡張状態維持能力に左右される。ステント又はステント
状デバイスは、恒久的な埋設物として使用されることが多いが、生体内に埋設される一時
的な医療デバイス又は部品として用いることもできる。
【０００４】
　市販のステントの多くは、例えば動脈内へのステント送給を容易にするために、捲縮状
態で可撓性を有するものが多い。展開及び拡張した後に可撓性を有するものは少ない。し
かしながら、例えば浅大腿動脈にステント挿入する際など、使用例によっては、展開後に
ステントが長さ方向の箇所において大きな撓み又は曲げ、軸方向の圧縮、及び度重なる移
動に晒される場合があり得る。これにより重度の歪み及び疲労が生じ、ステントの不具合
につながる。
【０００５】
　ステント状構造物についても、同様の問題が存在する。ステント状構造物は、縮径又は
縮小するよう圧縮し、かつ体内で拡径又は拡大するよう拡張することができる、ステント
と類似の構成を有する。ステント状デバイスもまた、動脈、静脈、食道、尿路、尿道及び
結腸を含む脈管内に設置される。ステント又はステント状デバイスは、脈管を支持したり
、付勢力として機能したり、一時的又は恒久的に別の部品を定位置に保持したり、アンカ
ーとして機能したり、組織やその他の生体材料の逸脱を防止したり、血流を遮断又は迂回
させたりすることができる。
【０００６】
　ステントと同様にステント状デバイスもまた、脈管を開いた状態で維持又は開いたり、
付勢力として機能したり、一時的又は恒久的に別の部品を定位置に保持したり、アンカー
として機能したり、血流を遮断又は迂回させたりするのに用いることができる。部分的に
別の要素、デバイス、又は部品を定位置に保持するために用いられる場合もある。例とし
ては、カテーテル式弁送給システムにおいて別の部品と共に用いられるステント状構造物
が挙げられる。このようなステント状構造物は、脈管内に設置される弁を保持する。２つ
目の例としては血流を迂回させるために使用されるステント状構造物が挙げられ、動脈瘤
の治療に必要となることがある。３つ目の例としては、別のデバイス又は部品を固定する
ために用いられるステント状構造物が挙げられる。４つ目の例としては、動脈瘤、脆くな
った血管壁又はその他の原因によって拡大又は変形した血管の、血行再建術において補助
具として用いられるステント状構造物が挙げられる。５つ目の例としては、構成の少なく
とも一部分に本明細書に記載のステント状構造を有する腹部大動脈瘤デバイスなどのよう
な分岐デバイスが挙げられる。その他にも、フィルタ及び径可変カテーテル軸又は部品な
ど、ステント状構造を用いる例は多くある。
【発明の概要】
【０００７】
　本開示を行なう上で、ステントとは、別途記載のない限りステント及びステント状デバ
イスの双方を指すものとする。
【０００８】
　本発明によれば、ステント又はステント状構造物が、長さに沿って異なる種類の管部を
有するよう構成される。概して、支柱部及び螺旋部があり、支柱部は主に径方向の拡張性
及び径方向強度を備えるよう構成され、螺旋部は主に度重なる屈曲並びに軸方向の圧縮及
び拡張を可能とするよう構成される。ただし、典型的には、支柱部及び螺旋部の双方、並
びに両者を統合することが、ステント属性の全てに寄与する。屈曲及び軸方向圧縮は同時
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に要求される可能性が高いため、ステント構造は、軸方向圧縮又は拡張状態において度重
なる大きな屈曲を可能にし、また、屈曲状態における軸方向圧縮を可能にするものである
。支柱部は螺旋部の間に、又は、螺旋部は支柱部の間に設けられることが好ましい。好適
な実施形態では、ステントは自己拡張型で、支柱部及び螺旋部はステントの長さに沿って
交互に配される。ステントを一対で用いる際は、互いの螺旋支柱部が鏡像関係にあっても
よいし、又は、螺旋支柱部が反対のピッチを有するのみでもよい。２つのステントを一対
で用いる際は、接続要素が、螺旋部を形成する螺旋コイルであってもよいし、螺旋状、直
線状、又は波状構造を有するその他の接続要素からなっていてもよい。
【０００９】
　ステントは、拡張状態において螺旋部が約２０％（好ましくは１５％～２５％）の軸方
向圧縮又は拡張が可能で、同時に、デバイスの平均直径の約２倍（好ましくはデバイス又
は部品の平均直径の１．５～２．５倍）の最小曲げ半径にて曲げ可能であるよう構成され
ていることが好ましい。
【００１０】
　発明のさらに別の局面によれば、螺旋部が、２つの異なる支柱部上の位置間でステント
の軸回りに螺旋状に延びる連結要素からなる。連結要素は、２つの位置間で１つの周方向
に延びた後に他の周方向に延び、頂点を有するという意味で双方向性であり、１つの位置
から頂点までの周方向距離が、拡張状態におけるステント外周の約１５％（好ましくは１
０％～２０％）より大きい。
【００１１】
　発明の一局面によれば、螺旋部が約３０％の軸方向圧縮又は拡張が可能で、同時に、デ
バイス又は部品の平均直径の約２倍に等しい最小曲げ半径にて曲げ可能であるよう構成さ
れている。発明の別の局面によれば、螺旋部が、２つの異なる支柱部上の箇所間でステン
トの軸回りに螺旋状に延びる連結要素からなり、該支柱部は周方向に、拡張状態における
ステント外周の約２５％（好ましくは２０％～３０％）より大きい距離だけ離間している
。
【００１２】
　発明のさらに別の局面によれば、ステントは、ステント軸回りに延び、それぞれが螺旋
一周分を画定する螺旋部分の軸方向の連なりによって画定される本体を有する。螺旋部が
間に延びる２つの支柱部は、隣接する螺旋部分を含む。螺旋部は、２つの支柱部上の箇所
間でステントの軸回りに螺旋状に延びる連結要素からなり、該支柱部は周方向に、拡張状
態におけるステント外周の約２５％（好ましくは２０％～３０％）より大きい距離にて離
間している。本体は、ステント軸回りを概して螺旋状に延び、長さに沿って延びる一連の
波状支柱を有する細長要素を有していてもよい。この場合、連結要素は、１支柱の周方向
長さの約２倍より大きい距離だけ周方向に離間された隣接支柱部上の支柱間で接続される
。
【００１３】
　発明の別の局面によれば、螺旋部が、２つの異なる支柱部上の箇所間でステントの軸回
りに螺旋状に延びる螺旋要素からなり、該支柱部は周方向に、拡張状態におけるステント
外周の約２５％、すなわち、ステント軸回りの９０度と同等（例えば２０％～３０％）、
好ましくは約５０％（例えば４０％～６０％）より大きい距離だけ離間している。
【００１４】
　発明のさらに別の局面によれば、螺旋部が、２つの異なる支柱部上の位置間でステント
の軸回りに螺旋状に延びる螺旋要素からなる。一実施形態において、螺旋要素は、２つの
位置間で１つの周方向に延びた後に他の周方向に延び、頂点を有するという意味で双方向
性である。
【００１５】
　発明のさらに別の局面によれば、ステントは、軸方向に離間した複数の支柱部を有する
。支柱部は、概してステントの管状の軸部分を画定するものであり、径方向へ拡張可能で
ある。螺旋部が２つの支柱部間に軸方向に介在し、この螺旋部は、２つの支柱部上の周方
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向に離間する位置間で接続される複数の螺旋要素を有する。これらの位置間で螺旋要素が
螺旋状に延び、ステントが拡張状態のとき、螺旋部の少なくとも一部は支柱部より大きな
直径を有する。代替的実施形態では、ステントが拡張状態のとき、螺旋部の少なくとも一
部は支柱部より小さな直径を有する。
【００１６】
　一実施形態では、螺旋要素は、螺旋要素に接続された支柱要素間を少なくとも９０度巻
回される。別の実施形態では、螺旋要素は、螺旋要素に接続された支柱要素間を少なくと
も３６０度巻回される。
【００１７】
　代替的実施形態では、ステントの外面、内面、又は外面及び内面の双方を覆う生体適合
性グラフト材料によりステントグラフトが形成される。ステントグラフトは、本発明のい
ずれの実施形態のステント構造を有していてもよい。ステントグラフトデバイスは例えば
、動脈瘤、解離、気管-気管支狭窄の治療において用いられる。また、ステントを、当該
技術において周知のように、ポリマー及び／又は薬剤溶出材料にてコーティングしてもよ
い。
【００１８】
　発明のさらに別の局面によれば、ステント又はステント状デバイスが、少なくとも部分
的に、コイルがなるべく密集して配され、セルサイズが最小となり、金属間空隙が最小及
び／又は金属被覆面積が最大となって、例えば密度の低い構成ではメッシュ間で圧搾され
メッシュから突出する場合もある伏在静脈グラフト病変の治療など、デバイスが部分的に
血管内で血流を迂回させたり、又は軟組織中の血管における血管壁逸脱を抑えることがで
きるように構成される。本実施形態は、例えば動脈瘤又は動静脈瘻の頚部を覆うように、
中央部又は中央近傍の密度が高くなるよう構成することができる。動静脈瘻はＡＶ瘻とも
呼ばれる。
【００１９】
　発明のさらに別の局面によれば、ステント又はステント状デバイスが、少なくとも部分
的に、コイルがなるべく密集して配され、セルサイズが最小となり、金属間空隙が最小及
び／又は金属被覆面積が最大となって、デバイスが部分的に血管内で血流を迂回させるこ
とができるように構成される。２つ目のデバイスが同様にして構成され、１つ目のデバイ
スとは反対のピッチを有する。これら２つのデバイスは少なくとも部分的に重なり合って
血流の迂回を最大化するように連続して又は共に埋設されることが意図される。２つ目の
デバイスは１つ目のデバイスより長くても、短くても、又は同じ長さでもよい。本実施形
態は、例えば動脈瘤の頚部を覆うように中央部又は中央近傍の密度が高くなるよう構成す
ることができる。ただし、各ステントの一部が他のステントから延出するようにステント
を重ねることを意図して構成してもよい。いずれの場合でも、２つのデバイス間で重なる
ことになる領域は、血流の迂回を最大化するよう設計される。
【００２０】
　発明のさらに別の局面によれば、１つのデバイスが第２のデバイスと反対のピッチを有
する。これらデバイスはＡＶ瘻の治療のために共に用いられ、１つのデバイスがＡＶ瘻の
動脈内に設置され１つのデバイスがＡＶ瘻の静脈内に設置される。２つのデバイスはキッ
トとしてまとめて設けても、又は別々に設けてもよい。
【００２１】
　発明のさらに別の局面によれば、ステント又はステント状デバイスが一対で、それぞれ
のデバイスが互いに反対のピッチを有する螺旋支柱を備えるよう構成される。２つのデバ
イスは、隣接する支柱巻線を接続する螺旋コイル、又は、波状連結部や直線連結部など、
その他の接続連結部を有することができる。２つのデバイスはキットとしてまとめて設け
ても、又は別々に設けてもよい。
【００２２】
　発明のさらに別の局面によれば、血流迂回具型の構成が、内部の径が両端部の径より小
さいドッグボーン形状を有するように形成される。
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【００２３】
　発明のさらに別の局面によれば、ステント又はステント状デバイスが、中央部の少なく
とも一部が管状で、一端が縮径して小径部又は固形リングにつながるよう構成される。こ
のような実施形態は、恒久的ないし一時的フィルタ又は血行再建デバイスの構成に好まし
い場合がある。
【００２４】
　発明のさらに別の局面によれば、ステント又はステント状デバイスが、中央部の少なく
とも一部が管状で、両端が縮径して小径部又は固形リングにつながるよう構成される。中
央の管状部は比較的長くてもよいし、又は全く長さを有さず、両端がほとんど一点で大径
にて連結するように形成してもよい。このような実施形態は、恒久的ないし一時的フィル
タ又は血行再建デバイスの構成に好ましい場合がある。
【００２５】
　発明のさらに別の局面によれば、ステント又はステント状デバイスが、弁材をその構造
に装着できるよう構成されている。本実施形態においては、弁材の装着を容易にするため
の孔又はリングが必要となる場合もある。
【００２６】
　発明のさらに別の局面によれば、ステント又はステント状デバイスが、充分な径方向強
度、刺部、及び／又は先細り両端部又は細い中心部によって、自身又は別のデバイスを固
定可能であるように構成される。
【００２７】
　発明のさらに別の局面によれば、ステント又はステント状デバイスが、３つの脚部のう
ち少なくとも１つにおいて分岐デバイスを構成するために用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　現時点で好適な、ただし例示のものにすぎない本発明に係る実施形態を、添付の図面を
参照して以下に詳細に説明する。前述の説明並びに本発明のさらなる目的、特徴、及び利
点が、より完全に理解されるであろう。
【００２９】
【図１Ａ】本発明に係るステントの第１実施形態の、非拡張状態を示す平面図。
【００３０】
【図１Ｂ】本発明に係るステントの第１実施形態の、径方向拡張状態を示す平面図。
【００３１】
【図２】本発明に係るステントの第２実施形態の平面図。
【００３２】
【図３】本発明に係るステントの第３実施形態の平面図。
【００３３】
【図４】本発明に係るステントの第４実施形態の平面図。
【００３４】
【図５】本発明に係るステントの第５実施形態の断面端図。
【００３５】
【図６】図５と同じ実施形態の長手方向側面外観図。
【００３６】
【図７Ａ】本発明に係るステントの別の実施形態の平面図。
【００３７】
【図７Ｂ】本発明に係るステントの別の実施形態の平面図。
【００３８】
【図８】本発明に係るステントの別の実施形態の断面端図。
【００３９】
【図９】図８に示す実施形態の長手方向側面外観図。
【００４０】
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【図１０Ａ】ステントの外面を覆うグラフト材料を含む、本発明に係るステントの代替的
実施形態の断面端図。
【００４１】
【図１０Ｂ】ステントの内面を覆うグラフト材料を含む、本発明に係るステントの代替的
実施形態の断面端図。
【００４２】
【図１０Ｃ】ステントの外面及び内面を覆うグラフト材料を含む、本発明に係るステント
の代替的実施形態の断面端図。
【００４３】
【図１１Ａ】支柱部に装着され、支柱部及び螺旋部を覆うグラフト材料を含む、本発明に
係るステントの代替的実施形態の側面図。
【００４４】
【図１１Ｂ】各々の間に空隙が設けられた複数の生体適合性グラフト材料部位を含む、本
発明に係るステントの代替的実施形態の側面図。
【００４５】
【図１１Ｃ】隣接部位が重なり合う複数の生体適合性グラフト材料部位を含む、本発明に
係るステントの代替的実施形態の側面図。
【００４６】
【図１１Ｄ】螺旋部において膨出部を有する生体適合性グラフト材料を含む、本発明に係
るステントの代替的実施形態の側面図。
【００４７】
【図１１Ｅ】螺旋部に渡って複数の長手方向開口を有する生体適合性グラフト材料を含む
、本発明に係るステントの代替的実施形態の側面図。
【００４８】
【図１１Ｆ】グラフト材料が螺旋部において膨出部を有し、螺旋部に渡って複数の長手方
向開口を有する、本発明に係るステントの代替的実施形態の側面図。
【００４９】
【図１１Ｇ】螺旋要素のピッチに対応する複数の螺旋開口を有する生体適合性グラフト材
料を含む、本発明に係るステントの代替的実施形態の側面図。
【００５０】
【図１１Ｈ】各々が支柱部又は螺旋部に装着され、各々の間に空隙が設けられた複数の生
体適合性グラフト材料部位を含む、本発明に係るステントの代替的実施形態の側面図。
【００５１】
【図１１Ｊ】各々が支柱部又は螺旋部に装着され、隣接する部位が重なり合う複数の生体
適合性グラフト材料部位を含む、本発明に係るステントの代替的実施形態の側面図。
【００５２】
【図１２Ａ】拡張状態にあるステントの代替的実施形態の平面図。
【００５３】
【図１２Ｂ】図１２Ａのステントが、螺旋部全体に渡って螺旋要素間の空隙が同一となり
、さらに、ステント長さが捲縮及び拡張状態の双方において同一であるよう捲縮された状
態の平面図。
【００５４】
【図１２Ｃ】図１２Ａのステントが、螺旋部全体に渡って螺旋要素間の空隙が変化し、さ
らに、ステント長さが拡張状態より捲縮状態における方が長くなるよう捲縮された状態の
平面図。
【００５５】
【図１３】本発明に係るステントの代替的実施形態の平面図。
【００５６】
【図１４】血流迂回具又は血管壁逸脱を最小限に抑える類似のデバイスの平面図。
【００５７】
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【図１５】図１４のものとピッチが反対である、血流迂回具又は血管壁逸脱を最小限に抑
える類似のデバイスの平面図。
【００５８】
【図１６】反対のピッチが重なり合う、２つの血流迂回具又は血管壁逸脱を最小限に抑え
る類似のデバイスの平面図。
【００５９】
【図１７Ａ－１７Ｅ】血流迂回具又は血管壁逸脱を最小限に抑える類似のデバイスの、様
々な重複構造の側面輪郭図であり、図１７Ａ及び図１７Ｄでは重複しておらず、図１７Ｂ
では両デバイスの端部で重なり合い、図１７Ｃでは長さが同一のデバイスが完全に重なり
合い、図１７Ｅでは長い方のステントに短い方のステントが完全に入れ子となっている。
尚、長い方のデバイスを短い方のデバイス内に入れ子とすることもできる。
【００６０】
【図１８】ドッグボーン形状の、血流迂回具又は血管壁逸脱を最小限に抑える類似のデバ
イスの側面図。
【００６１】
【図１９Ａ－１９Ｂ】フィルタ又は血行再建デバイスの側面図。中央に向かう円筒部は本
明細書に記載のステント状構造を有することができる。円筒部をフットボール型又はその
他類似の形状としてもよい。
【００６２】
【図２０】腹部大動脈瘤デバイスなどの分岐デバイスの側面図。
【００６３】
　注）全ての図は、部分的に血流を迂回させる、又は部分的に血管壁又は血管壁中にある
物がデバイスを貫通突出するのを防ぐために、より高密度な被覆を必要とする血流迂回具
又は類似のステント状デバイスを表すことができる。また全ての図は分岐デバイスの構成
においても用いることができる。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　本発明の好ましい実施形態の例を添付の図に例示し、以下により詳細に述べる。
図及び説明中で、同一又は類似の部分を指す場合にはできる限り同一の参照符号を用いる
。
【００６５】
　図１Ａ及び１Ｂは、本発明に係るステント１０の第１実施形態の、非拡張状態及び拡張
状態をそれぞれ示す平面図である。本明細書中で用いる「平面図」という用語は、展開状
態の平面図を指すものとする。これは、管状のステントを軸に平行な線に沿って切り開き
、平面状に広げたものとして考えることができる。従って、実際のステントでは、図１Ａ
の上端縁が下端縁に結合しているものと解すべきである。
【００６６】
　ステント１０は、当該技術において周知のように、ニチノール・ニッケル／チタン合金
（Ｎｉ／Ｔｉ）など、自己拡張型ステントに一般に用いられる材料からなる。ステントは
典型的には、直径約５ｍｍのチューブからレーザ切断される（図１Ａ）。これを次いで拡
張し直径を約８ｍｍに設定し（図１Ｂ）、展開前には用途に適した直径、例えば約２ｍｍ
に捲縮されることになる。ただし、本発明はいかなる種類及び寸法のステントにも適用可
能と考えられ、本発明は、捲縮直径又は寸法に対する拡張直径又は寸法の比である拡張比
が例示のものよりかなり大きい用途に用いることができる。
【００６７】
　ステント１０は概して支柱部１２と螺旋部１４とからなり、軸方向に配列された支柱部
１２が螺旋部１４と交互に配されている。好適な実施形態においては、支柱部１２がステ
ント１０の両端に位置している。支柱部１２は展開時に径方向に拡張可能である。各支柱
部１２は、ステント回りを周方向に進展する波状支柱要素１６ａパターンを有する支柱リ
ング１６を備える。各支柱要素１６ａは、ステント回りのピーク間距離に等しい幅、及び



(10) JP 2012-524641 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

、ステント長さ方向のピーク間距離に等しい長さを有する。支柱リング１６は、部分的に
伸ばして（図１Ｂにおいて縦方向に伸ばして）、支柱要素１６ａの幅を拡大し、かつ長さ
を縮小することができるのは言うまでもない。これは、ステント１０を径方向に拡張する
ことに相当する。ステント１０は、径方向拡張状態でも支柱要素１６ａが波状形状をある
程度保つような材料からなることが好ましい。送給時には、ステントは捲縮されてカテー
テル内に嵌入され、カテーテルが脈管内に挿入されステントがカテーテル外に進出させら
れた後に拡張する。
【００６８】
　各螺旋部は隣接して配される複数の螺旋要素１８からなり、各螺旋要素はステント１０
の軸回りに螺旋状に巻回されている。螺旋部１４は展開時に径方向に拡張可能であり、展
開状態において圧縮、拡張、及び曲げ可能である。螺旋要素１８は、異なる支柱部１２の
支柱要素１６ａの、相対する個々の波状部間で接続されることができる。本実施形態では
、各螺旋要素１８がステント１０の表面回りを完全に一周している。ただし、一周しなく
てもよいし一周以上してもよい。螺旋部は、不具合をおこすことなく約２０％（好ましく
は１５％～２５％）の軸方向圧縮又は拡張を繰り返すことができ、同時に、デバイスの平
均直径の約２倍（好ましくはデバイス又は部品の平均直径の１．５～２．５倍）の最小曲
げ半径にて曲がることができるよう構成されていることが好ましい。
【００６９】
　概して、螺旋要素１８に接続された支柱要素１６ａ間で螺旋要素１８が少なくとも９０
度巻回されていると、可撓性及び軸方向圧縮度を向上させることができる。あるいは、螺
旋要素１８は、螺旋要素１８に接続された支柱要素１６ａ間で少なくとも３６０度巻回さ
れる。
【００７０】
　図２は、図１のステント１０と同様のステント２０の第２実施形態の平面図である。主
な違いは支柱部１２'の構造にあり、右回り及び左回りの螺旋部（それぞれ１４Ｒ及び１
４Ｌ）がある点である。各支柱部１２'は、短い連結部２８により接続される２つの隣接
支柱リング２６、２７を備える。支柱要素２６ａ、２７ａの近接して相対する頂点が短い
連結部２８により接続されて、各支柱部１２'が二重支柱リング構造を有している。複数
の支柱リングを接続して、より大きな支柱部を形成することもできる。２つ又はそれより
多い数の支柱リングによる支柱部は、１つの支柱リングによる支柱部に比べ、径方向の剛
性が高く、支柱部を安定させて軸方向の力に影響され難くできるという利点を有する。
【００７１】
　右回りの螺旋部１４Ｒにおいては要素１８がステント１０の表面回りを時計回りに進展
し、左回りの螺旋部１４Ｌにおいては反時計回りに進展する。螺旋要素１８は基本的に浮
遊しており、両端にある２つの支柱リング部間でステント軸回り及び軸に沿って比較的大
きく変位することができる。本実施形態では、各螺旋部１４Ｌ、１４Ｒにおけるステント
径は、両側の支柱部１２におけるステント径と同一であることが分かるはずである。ただ
し、後述する追加の実施形態から明らかとなるように、必ずしもこの通りでなくともよい
。左回り及び右回りの螺旋部を使用する利点は、ステントが展開するとき２つの部分が反
対方向に回転し、ステントの様々な軸部分の相対回転位置が維持されることである。
【００７２】
　図３は本発明に係るステント３０の別の実施形態を示す。図２のステント２０と同様で
あるが、螺旋部３４が、２つの異なる支柱部１２'の接続位置間で、ステント３０周囲を
双方向（反時計回りの後に時計回り）に進展する螺旋要素３８を有している。螺旋要素３
８は、第１支柱部１２'から頂点３５まで少なくとも９０度巻回され、頂点３５から第２
支柱部１２'まで９０度巻回されて、可撓性を維持している。図１Ａ及び１Ｂの一方向螺
旋要素１８では、隣接する支柱部が互いに回転することができる。双方向の螺旋要素３８
では、隣接支柱部のステント軸回りの相対回転量は制限されるが、それでも軸方向及び曲
げの可撓性は得られる。
【００７３】
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　図４は本発明に係るステントの第４実施形態の平面図である。この場合、ステント４０
は図２の支柱部１２'及び螺旋部１４Ｌ、１４Ｒ（図２）並びに螺旋部３４（図３）を備
える。本構成の利点は、異なる種類の螺旋要素を組み合わせることで本明細書に記載の特
性を融合させることができ、ある用途に対する全体のステント性能をさらに最適化する機
会が得られることである。
【００７４】
　図５は本発明に係るステント３０'の第５実施形態の、軸に対し直角の断面図であり、
図６は同実施形態の側面外観図である。ステントは、螺旋部３８'が支柱部１２'より大き
な直径を有すること以外は、図３に示す構造を有する。本構成では、支柱部ほどではない
が螺旋部の径方向剛性が向上する。
【００７５】
　ステントの全ての部分が同一径であると、支柱を拡張させた際に、螺旋部では脈管に対
し外向きの力が支柱部ほど働かない可能性がある。図６の形状では、強制的に螺旋部が支
柱部より拡張されやすく、螺旋部の外向きの力、すなわち径方向剛性が向上する。
【００７６】
　ニチノール構造は、ステントが拡張状態にあるときに病変脈管を拡大し続ける力より、
構造を折り畳み状態に戻すために必要な力の方が概して大きくなるように剛性が偏ってい
る。自己拡張型ニチノールステントの中には、脈管の拡張／拡大の補助にバルーンを用い
るものがある。剛性を偏らせることで、開通している脈管を支持するには十分でも、脈管
を開通させるには外向きの力が足りない（又はより時間がかかる）可能性がある。従って
、図５に示す種類の形状を有するステントは、バルーンによる補助拡張、又はその他の、
追加の拡張力を要する用途と共に用いるのが好都合と思われる。
【００７７】
　図７Ａは本発明に係るステント４０Ｂ'の別の実施形態の平面図である。ステント４０
Ｂ'は支柱部材４２を含む。支柱部材４２はステント４０Ｂ'の一端から他端に向け螺旋状
に進展する。支柱部材４２はステント４０Ｂ'の本体を形成している。本実施形態では、
各支柱要素４４ａが、螺旋要素４６により、支柱部材４２の後続の巻線中の支柱に接続さ
れている。本実施形態では、ステント４０Ｂ'回りを螺旋状に進展する螺旋部４５の螺旋
要素４６が、３６０度完全に一周はしていない。螺旋要素４６は、支柱部材４２がステン
ト４０Ｂ'回りを螺旋状に進展する方向とは反対方向に進展している。
【００７８】
　螺旋要素４６は軸方向に当接して、高い可撓性及び軸方向拡張性を可能にする一種のバ
ネを形成し、支柱部材４２は径方向強度を与えステントを拡張状態に保つのが好ましい。
【００７９】
　図７Ｂは本発明に係るステント４０Ｃ'の別の実施形態の平面図である。ステント４０
Ｃ'はステント４０Ｂ'と同様で、支柱部材４２を含む。支柱部材４２はステント４０Ｃ'
の一端から他端に向け螺旋状に進展する。支柱部材４２はステント４０Ｃ'の本体を形成
している。本実施形態では、各支柱要素４４ａが、螺旋要素４７により、支柱部材４２の
後続の巻線中の支柱に接続されている。本実施形態では、螺旋要素４７は、支柱部材４２
がステント４０Ｃ'回りを螺旋状に進展する方向と同一方向にステント４０Ｃ'回りを螺旋
状に進展している。ステント４０Ｃ'は、その両端に支柱部４８を設けることができるよ
うに、ステント４０Ｃ'の両端に移行螺旋部４９及び支柱部４８を有している。
【００８０】
　ステント４０Ｂ'及び４０Ｃ'は、可撓性を有する螺旋要素がステントの長さに沿ってよ
り連続的に分配され、より連続的な可撓性を提供するという利点を有する。
【００８１】
　特定の設計に求められる条件によってステント４０Ｂ'又は４０Ｃ'には様々な変更が可
能であることは、当業者であれば理解するであろう。例えば、特定の巻線中、全ての支柱
要素４４ａを後続の巻線に接続するのではなく、螺旋要素４６の数を減らすことが望まし
い場合がある。螺旋要素４６は、一周以下、又は一周の整数倍ないし非整数倍分、延びる
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ことができる。また、ステントを、ステント４０Ｂ'又は４０Ｃ'の構成をそれぞれ有する
複数の管状部から形成し、別種同士を長手方向に結合してもよい。
【００８２】
　図８は本発明に係るステント２０'の一実施形態の、軸に対し直角の断面図であり、図
９は同実施形態の側面外観図である。ステントは図１Ａに示す構造を有するが、螺旋部１
４'がくびれて支柱部１２'より小さな直径を有している。本構成では、螺旋部が同一径で
ある場合に比して、螺旋部から脈管壁に加わる力が減少する。ステントが脈管壁に加える
力が減少することにより脈管への損傷が抑えられ、ステント性能を向上させることができ
る。
【００８３】
　図１０Ａ～１０Ｃは本発明に係るステントの、軸に対し直角の断面図である。ステント
グラフト６０、７０、８０は、螺旋部が支柱部間に介在する上述の本発明の実施形態のい
ずれかのステント構造を有している。一実施形態においては、図１０Ａに示すように、ス
テントグラフト６０の外側６４を生体適合性グラフト材料６２が覆っている。あるいは、
図１０Ｂに示すように、ステント７０の内側７４を生体適合性グラフト材料６２が覆って
いる。あるいは、図１０Ｃに示すように、ステント８０の外側６４及び内側７４をグラフ
ト材料６２が覆っている。グラフト材料６２は、任意の数のポリマー又はその他の生体適
合性材料をシート又は編み面状に織って又は成形して形成することができる。あるいはス
テントを、当該技術において周知のように、ポリマー及び／又は薬剤溶出材料にてコーテ
ィングしてもよい。
【００８４】
　図１１Ａ～１１Ｊは、本発明の可撓性ステント構造の特徴を有するステントグラフトの
側面輪郭図である。
【００８５】
　ステントグラフト１００は図１１Ａに示すように、ステント１０を連続的に覆うグラフ
ト材料１０２被膜を備える。グラフト材料１０２は支柱部１２に接着される。グラフト材
料１０２は螺旋部１４を覆うが接着はされていない。
【００８６】
　ステントグラフト１１０は図１１Ｂに示すように、ステント構造を覆うグラフト材料１
１２の部位１１１を複数備える。グラフト材料１１２は支柱部１２に接着される。グラフ
ト材料１１２は螺旋部１４の少なくとも一部を覆い、螺旋部１４に接着はされていない。
隣接するグラフト材料１１２の部位１１１の間に空隙１１５が位置している。空隙１１５
の寸法は典型的には０（空隙無し）～螺旋部１４の長さの約２０％までの範囲となる。
【００８７】
　ステントグラフト１２０は図１１Ｃに示すように、ステント構造を覆うグラフト材料１
２２の部位１２１を複数備える。グラフト材料１２２は支柱部１２に接着される。グラフ
ト材料１２２は螺旋部１４を覆うが接着はされていない。グラフト材料１２２の部位１２
１は、隣接するグラフト材料１２２の部位１２１間に重複部１２５が存在するよう位置し
ている。重複部１２５の寸法は典型的には０（空隙無し）～螺旋部１４の長さの約４０％
までの範囲となる。
【００８８】
　ステントグラフト１３０は図１１Ｄに示すように、連続的なグラフト材料１３２被膜を
備える。グラフト材料１３２は支柱部１２に接着される。グラフト材料１３２は螺旋部１
４を覆うが接着はされていない。グラフト材料１３２は螺旋部１４において膨出部１３３
を有する。
【００８９】
　ステントグラフト１４０は図１１Ｅに示すように、連続的なグラフト材料１４２被膜を
備える。グラフト材料１４２は螺旋部１４に渡る複数の長手方向開口１４４を有する。
【００９０】
　ステントグラフト１５０は図１１Ｆに示すように、連続的なグラフト材料１５２被膜を
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備える。グラフト材料１５２は螺旋部１４において膨出部１５３を有し、螺旋部１４に渡
る複数の長手方向開口１５４を有する。
【００９１】
　ステントグラフト１６０は図１１Ｇに示すように、連続的なグラフト材料１６２被膜を
備える。グラフト材料１６２は螺旋部１４に、螺旋部１４のピッチ及び角度に対応する螺
旋開口１６４を有する。
【００９２】
　ステントグラフト１７０は図１１Ｈに示すように、ステント１０を覆う複数のグラフト
材料１７２の部位１７１を備える。部位１７１は支柱部１２又は螺旋部１４のいずれかに
接着することができる。隣接するグラフト材料１７２の部位１７１の間に空隙１７５が位
置している。空隙１７５の寸法は典型的には０（空隙無し）～螺旋部１４の長さの約２０
％までの範囲となる。
【００９３】
　ステントグラフト１８０は図１１Ｊに示すように、ステント１０を覆うグラフト材料１
８２の部位１８１を複数備える。部位１８１は支柱部１２又は螺旋部１４のいずれかに接
着することができる。グラフト材料１８２の部位１８１は、隣接するグラフト材料１８２
の部位１８１間に重複部１８５が存在するよう位置している。重複部１８５の寸法は典型
的には０（空隙無し）～螺旋部１４の長さの約４０％までの範囲となる。
【００９４】
　図１２Ａ、１２Ｂ及び１２Ｃは本発明に係るステント２００の平面図である。図１２Ａ
は、螺旋要素１８間に空隙２０２が形成されるステント２００の拡張状態を示す。図１２
Ｂ及び１２Ｃはステント２００の２つの異なる圧縮状態を示す。図１２Ｂにおいてステン
ト２００は、螺旋部１４全体に渡って隣合う螺旋要素１８間の空隙２１２がほぼ同一とな
るよう圧縮されている。隣合う螺旋要素１８間の空隙２１２の寸法は、０からおよそ、例
えば図１２Ａに示すような拡張状態における空隙２０２の寸法までの範囲とすることがで
きる。言い換えると、空隙寸法が０の時は隣合う螺旋要素１８間に隙間はなく、隣合う螺
旋要素１８は互いに接触している。
【００９５】
　図１２Ｂに示すステントの螺旋要素は、捲縮状態において、捲縮状態のステントの全長
２１１が図１２Ａに示す拡張状態のステントの全長２０１と同一となるような回数分、ス
テント回りに巻回されており、これによりステント短縮を無くしている。
【００９６】
　図１２Ｃにおいてステント２００は、螺旋要素１８が延伸され、隣合う螺旋要素１８間
の空隙２２２が螺旋部１４の軸長全体に渡って変化するように圧縮されている。隣合う螺
旋要素１８間の空隙２２２の寸法は、０からおよそ、例えば図１２Ａに示すような拡張状
態における空隙２０２の寸法までの範囲とすることができる。言い換えると、空隙寸法が
０の時は隣合う螺旋要素１８間に隙間はなく、隣合う螺旋要素１８は互いに接触している
。図１２Ｃでは、捲縮状態のステントの全長２２１は拡張状態のステントの全長２０１よ
り大きくなっている。
【００９７】
　捲縮状態における螺旋部の長さが拡張状態におけるそれよりも短くなるようステントを
捲縮するさらなる方法を設けてもよい。例えば、図１２Ａのステントを、隣合う螺旋要素
間に空隙が存在しないこと以外は図１２Ｂに示すものと同様に捲縮すれば、ステントの捲
縮状態における長さ２１１は拡張状態における長さ２０１より短くなる。一実施形態にお
いては、捲縮方法によって、捲縮状態及び拡張状態における全長が同一であって、捲縮状
態の螺旋要素間に空隙が存在しないステントが提供される。
【００９８】
　上述のように、ステントの好ましい実施形態では、約２０％の軸方向圧縮又は拡張が繰
り返し可能であると同時に、デバイスの平均直径の２倍の曲げが可能である。本発明のス
テントに具体的な可撓性目標値を設けて構成する１つの方法は、螺旋部における空隙量の
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合計と全長との比を変えることである。この比を大きくすれば、ステントの可撓性が高ま
る。この比はまた、おおよそ、ステントが許容する　最大軸方向圧縮値でもある。安全上
の最大軸方向圧縮値は、螺旋要素の歪みなどその他の要因により制限されることは言うま
でもない。
【００９９】
　図１３は本発明に係るステント３００の平面図である。ステント３００は、様々な構成
及び様々な軸長の支柱部、並びに様々な構成及び様々な軸長の螺旋部を有するほかは、上
述のその他の実施形態と同様である。ステント３００の最も外側部に位置する支柱部３０
２は、長い支柱要素３０１を有する。長い支柱要素３０１は長さ３１１を有する。長い支
柱要素３０１の長さ３１１は、ステント３００の内側部に位置する支柱部３０４の長さ３
１２より大きい。ステントの両端に長い支柱要素３０１を設けると、螺旋部の可撓性を妨
げることなく、良好な固定効果が得られ、且つ隣接するステントが重なるための領域が得
られるという利点がある。特に大腿膝窩動脈など、血管系の中には、病変動脈がしばしば
１０ｃｍ以上と長い場合がある。このような病変動脈の長い部位の治療のために複数のス
テントが必要となる場合がある。このような場合、治療する脈管を覆うように隣接ステン
トを重ね合わせるのが一般的な治療法である。従来のステントをこのように複数個重ね合
わせると、可撓性を与える機構が動きを妨げられ、このように人工的に硬化することが、
ステント破断を含む多くの問題につながりかねない。本発明の利点は、曲げ及び軸方向可
撓性を可能にする要素（螺旋部）が、径方向構造をなす要素（支柱部）と異なるため、隣
接ステントの支柱部分同士が、螺旋部の動きを妨げることなく、それ故に、ステントの全
体的可撓性を損なうことなく、重なり合うことができるというものである。
【０１００】
　支柱部３０２に隣接する螺旋部３０３は、支柱部３０２の全ての支柱要素３０１に接続
される螺旋要素１８を備える。螺旋部３０３は表面積率が高く、薬剤又はその他の治療剤
の到達を最適化できる。支柱部３０４は、支柱部３０４の一側３２０で全ての支柱要素１
６ａにおいて螺旋要素１８により螺旋部３０３に接続され、支柱部３０４の他側３２１で
１つおきの支柱要素１６ａにおいて螺旋部３０９に接続されている。螺旋部３０９は螺旋
部３０３より表面積率が低く、可撓性が高い。この種の構成により、表面積率が高くより
硬い螺旋部から、より可撓性の高い螺旋部への移行部を形成することができる。
【０１０１】
　螺旋部３０９は、空隙長さ３２３の合計の螺旋部３０９の長さ３２４に対する比が、螺
旋部３０３の長さ３２６に対する空隙長さ３２５の合計の比より大きく、このため螺旋部
３０９は概して可撓性が高い。
【０１０２】
　支柱部３０６は、支柱部３０２又は３０４に比して支柱要素３０５の数が半分であり、
このため支柱部３０２又は支柱部３０４に比し概して開口面積が大きい。他の部分より大
きな開口面積を有する部分を備えたステントでは、ステントの開口面積の大きい部分を動
脈分岐部上に配することができ、血流を妨げることがないという利点がある。他方、支柱
要素密度がより高い支柱部では、血流が妨げられる可能性がある。
【０１０３】
　本発明のステント構造、すなわち、両側を支柱部に挟まれた可撓性を有する螺旋部によ
れば、そのままでは不安定な螺旋構造を支柱部が安定させつつ、螺旋部が網の可撓性を与
えるという最適構造が得られる。この２つの部分の様々な実施形態を組み合わせることで
、設計の最適化にはかなりの可能性がある。
【０１０４】
　本発明の可撓性ステント及びステントグラフトは、当該技術分野において周知の方法に
て脈管内に設置することができる。可撓性ステント及びステントグラフトは、カテーテル
の基端側に挿入し、カテーテル内を進出し、所望の部位にて放出することができる。ある
いは、可撓性ステント及びステントグラフトは、カテーテルの先端にて圧縮状態で搬送し
、所望の部位にて放出することができる。可撓性ステント又はステントグラフトは自己拡



(15) JP 2012-524641 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

張型でもよいし、又は、カテーテルの膨張式バルーン部などの手段により拡張させてもよ
い。ステント又はステントグラフトが所望の腔内部位に配された後、カテーテルは引き抜
かれる。
【０１０５】
　本発明の可撓性ステント及びステントグラフトは、人間を含む哺乳類の血管又は管など
の体腔内に、管腔壁を傷つけることなく設置することができる。例えば、可撓性ステント
は動脈瘤治療のために病変部位すなわち動脈瘤内に設置することができる。一実施形態に
おいて可撓性ステントは、脈管内に挿入されて浅大腿動脈内に設置され、可撓性ステント
又はステントグラフトにより脈管の少なくとも約５０％を覆う。
【０１０６】
　図１４は本発明に係るステント４００の平面図である。ステント４００はステント４０
Ｂ'と同様である。ステント４００は支柱部４０１及び螺旋部４０２を有する。螺旋部４
０２の長手方向長さ対支柱部４０１の長手方向長さは、血流迂回及び組織逸脱防止特性が
最適となるよう設定されている。
【０１０７】
　図１５は本発明に係るステント５００の平面図である。ステント５００はステント４０
０と同様である。ステント５００は螺旋ピッチがステント４００と反対方向になっている
。
【０１０８】
　図１６Ａは、大部分で重なり合うステント４００及びステント５００の平面図であり、
特徴部分が交差して、ステント１つのみの場合と比べて開口が小さくなっている。
【０１０９】
　図１６Ｂは、大部分で重なり合うステント４００及びステント５００の側面図であり、
長さ１６ｍｍの動脈瘤５５０を覆う様子を示す。
【０１１０】
　図１７Ａ～１７Ｅは、様々な重複構造を有し、本発明に係る血流迂回具又は血管壁逸脱
を最小限に抑えるための類似のデバイスの側面輪郭図である。図１７Ａは、ステント６０
２と反対方向の螺旋ピッチを有するステント６０１を備える非重複血流迂回具６００を示
す。
【０１１１】
　図１７Ｂは、ステント７０２と反対方向の螺旋ピッチを有するステント７０１を備える
血流迂回具７００を示す。ステント７０１の一端７０３は中心部７０５にてステント７０
２の一端７０４と重なり合う。血流迂回具７００の両端７０６ａ、７０６ｂでは重複して
いない。
【０１１２】
　図１７Ｃは、ステント８０２と反対方向の螺旋ピッチを有するステント８０１を備える
血流迂回具８００を示す。ステント８０１はステント８０２と同一の長さを有する。ステ
ント８０１はステント８０２に完全に重なり合っている。
【０１１３】
　図１７Ｄは、ステント９０２と反対方向の螺旋ピッチを有するステント９０１を備える
非重複血流迂回具９００を示す。ステント９０１の長さはステント９０２より短い。
【０１１４】
　図１７Ｅは、ステント１００２と反対方向の螺旋ピッチを有するステント１００１を備
える血流迂回具１０００を示す。ステント１００２はステント１００１より短い。同図は
、ステント１００２がステント１００１内に完全に入れ子になっている、又は、ステント
１００１がステント１００２内に完全に入れ子になっている、両方の場合を示している。
【０１１５】
　図１８は、ドッグボーン形状を有する、血流迂回具１１００又は血管壁逸脱を最小限に
抑えるための類似のデバイスの側面図である。両端部１１０２ａ、１１０２ｂは中心部１
１０４より大きな直径を有する。交互に配される支柱部及び螺旋部は中心部１１０４内に
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【０１１６】
　図１９Ａ～１９Ｂは、フィルタ又は血行再建デバイスの側面図である。図１９Ａはデバ
イス１２００を示す。デバイス１２００はより大きな中心部１２０２より細いテーパ端１
２０１を有する。中心部１２０２は大部分を円筒形状とすることができる。あるいは、中
心部１２０２をフットボール又は類似の形状に形成することもできる。交互に配される支
柱部及び螺旋部は中心部１２０４内にて延びる。デバイス１３００はより大きな中心部１
３０２より細いテーパ端１３０１ａ、１３０１ｂを両端に有する。中心部１３０２は大部
分を円筒形状とすることができる。あるいは、中心部１３０２をフットボール又は類似の
形状に形成することもできる。交互に配される支柱部及び螺旋部は中心部１３０４内にて
延びる。
【０１１７】
　図２０は分岐デバイス１４００の側面図であり、デバイス１４０１、１４０２、１４０
３の脚部それぞれを本明細書に記載のステント状デバイスで構成することができる。ただ
し、１つの脚部又は２つの脚部を本明細書に記載のステント状デバイスで構成してもよい
。また、どの脚部を本明細書に記載の１又は複数のステント状デバイスで構成してもよい
。各脚部は大部分を円筒形状とすることができる。グラフト材料によりデバイスの一部又
は全体を覆ってもよい。脚部同士を金属又はグラフト材料により接続してもよい。デバイ
スの固定を助けるために刺部を構成に加えてもよい。
【０１１８】
　現時点で好ましい本発明の実施形態を例示する目的で開示したが、当業者であれば、添
付の請求の範囲により定義される発明の範囲及び精神から逸脱することなく、多くの追加
、変更、代替を行うことが可能であることを理解するであろう。例えば、ステントは右回
り又は左回りのみの螺旋部からなってもよいし、螺旋部の巻回を一方向のみとするのでな
く複数の反転部を設けてもよい。また、螺旋部は、単位長さ当たりの巻回数はいかなるも
のでもよく、又は、可変ピッチを有してもよく、支柱リング及び／又は螺旋部は、ステン
トに沿って異なる長さを有していてもよい。デバイスを一対で用いようとする場合は、螺
旋支柱部の巻線方向が反対であってもよいし、巻線が反対方向で重なるように意図された
デバイス対部位を有していてもよい。さらに、デバイスは、螺旋部位が介在された周方向
支柱を有していてもよい。このようなデバイス対が、巻線が反対方向で使用時に重なるよ
うに意図された部位を有していてもよい。このように共に使うことが意図されるデバイス
は全て、キットとしてまとめて販売しても別々に販売してもよい。
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